
タウン情報内…内容　　日…日時　　場…場所　　対…対象　　定…定員
持…持ち物　費…費用・参加費（記載のないものは無料）　
講…講師　　申…申込み　問…問合せ伊奈町役場 蕕721‐2111（代）

　消費生活相談員が消費者契約トラブル等の
相談に応じます。
　ＳＮＳやアプリを使って被害者に近づき連絡
先を交換したうえで、海外投資・暗号資産
（仮想通貨）投資名目で多額の金銭をだまし
取る詐欺被害が急増しています。おかしいと
思ったらご相談ください。
　現在、新型コロナウイルス感染防止のため、
基本的に電話での相談を承っております。
　来庁を希望される場合は、下記にお問い
合わせください。
日　毎週月～木曜日10時～12時、13時～15
時（祝日除く）
相談電話番号蕕（局番なし）１８８
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　専門の女性相談員が、DV・離婚問題や
生活面の不安なことなど、女性の抱えるさ
まざまな悩みや不安を一緒に考え、解決す
る方法を探します。
日　８日㈫・22日㈫10時～12時、13時～14時
※相談は１人50分
場　伊奈中央会館
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　埼玉県から委託された専門の相談支援員
が、経済的な困りごとや就職活動支援など
の相談に応じます。
日　18日㈮９時～12時
場　役場２階第８会議室
問　福祉課＊２１２６

暮らしの相談

　相続を原因とする不動産の名義の書き換
え、遺産分割協議書の作成など、遺言や相
続の相談に電話で応じます。
日　26日㈯10時～16時
相談電話番号蕕８７２－８０５５
※通話料は相談者負担となります。
問　埼玉司法書士会蕕８６３－７８６１

遺言・相続電話相談会

　町では「誰ひとり取り残さない」社会の
実現を目標としたSDGs（持続可能な開発
目標）の達成に向け、お互いの人権を尊重
しながら共生し、多様性が受け入れられる
社会を築いていくため、さまざまな人権課
題の解決に向けた取り組みを進めています。
　人権課題の一つに外国人の人権がありま
す。特定の国の出身者であることなどを理
由に、日本社会から追い出そうとしたり危
害を加えようとしたりするなどの一方的な
内容の言動が、「ヘイトスピーチ」といわ
れています。
　平成28年には「本邦外出身者に対する不
当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」
が施行されました。
　偏見・差別をなくしていくために、文化
や生活習慣を理解し、多様性を受け入れる
ことが大切です。
相談先▶よりそいホットライン蕕０１２０
－２７９－３３８（10時～22時）
　みんなの人権110番蕕０５７０－００３
－１１０（８時30分～17時15分、土日祝
日除く）
問　人権推進課＊２２４１

人権課題「外国人の人権」

　相談員が、結婚を希望する方の相談に応
じます。
日　16日㈬９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点訳室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

結婚相談

　高齢の方の介護・福祉・健康・生活など
の相談に応じます。平日の通常相談とあわ
せてご利用ください。
日　12日㈯10時～14時
問　伊奈町地域包括支援センター
　　蕕７２０－５６５６

地域包括支援センター土曜日相談

　会社設立、農地転用、各種許認可、申
請、紛争のおそれのない遺言書や遺産分割
協議書作成の手続きなどの相談に応じます。
日　16日㈬13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　開業・独立を検討している方や将来起
業・創業をお考えの方の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日除く）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

内　納税相談会（確定申告）
日　３月４日㈮・７日㈪９時30分～12時、
13時30分～15時30分
場　伊奈町商工会館　
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

青色申告書納税相談会

　民生委員・児童委員が、生活上の迷いや
お困りごとの相談に応じます。
日　９日㈬・24日㈭９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

心配ごと相談

　上尾警察署員が、暴力団員などによる不
当な行為でお困りの方の相談に応じます。
受・問　生活安全課＊２２８３

暴力団被害相談 ※要事前予約

　建築士が、住宅リフォームの相談に応じ
ます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　契約、相続、交通事故の損害賠償、訴訟
の手続きなどの相談に応じます。
日　①４日㈮13時～15時30分
　　②25日㈮13時30分～16時30分
定　①５名②６名（いずれも先着順）
※予約は各相談日の２週間前から受付開始
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　相続に関する登記、遺言に基づく不動産登
記、会社の登記、債務整理、成年後見開始申
立書作成の手続きなどの相談に応じます。
日　17日㈭13時～15時
定　４名（先着順、２月９日㈬まで受付）
受・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談 ※要事前予約

くらしの相談室
　まちの法律家「行政書士」による遺言、
相続、離婚などの相談会です。資料がある
場合はお持ちください。
日　20日㈰９時～12時
定　３名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

※要事前予約

住民無料相談室
　相続、遺言、離婚など、身近な問題を埼
玉県行政書士会会員に相談できます。具体
的な相談は、資料をお持ちください。
日　３月５日㈯９時～12時
※相談は、一人１時間までです。
定　６組（先着順）
受・問　総合センター蕕７２２－９１１１

　相談員が、子どものしつけや生活の相談
に応じます。
日　18日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター蕕７２
８－３４８２

児童相談     ※要事前予約 　宅地取引有資格者が、町民の皆様の不動
産や空家に関する悩みごとの相談に応じま
す。
日　22日㈫13時～16時　※1件あたり30分
問　都市計画課＊２４２６

不動産無料相談会 ※要事前予約

　行政相談委員が、行政の業務に関する要
望や苦情などの相談に応じます。
■日　15日㈫10時～12時
■受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

　知的障害者相談員が、知的発達の障害に
関する悩みごとやお困りごとのお話を伺い
ます。
日　17日㈭13時～16時（当日直接受付）
※電話相談も受け付けます。
受・問　福祉課＊２１２２

知的障がい者相談会
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広　告

　伊奈町は、日本薬科大学とともにプロ
バスケットボールＢ３リーグに所属する
さいたまブロンコスと連携協定を結んで
います。
　この度、さいたまブロンコスは、ホー
ムゲームに町内在住の中学生以下の方を
無料招待する「さいたまブロンコス キッ
ズレガシープロジェクト 伊奈町民DAY」
を行うこととなりました。
■日　３月４日㈮・５日㈯
■場　浦和駒場体育館
■定　各日100名
※変更となる場合があります。
■申　さいたまブロンコス公式ホームペー
ジ内「キッズレガシ
ープロジェクトお申
し込みフォーム」に
必要事項をご記入の
うえ、送信してくだ
さい。
■問　企画課＊２２１６

　伊奈町は、日本薬科大学とともにプロ
バスケットボールＢ３リーグに所属する
さいたまブロンコスと連携協定を結んで
います。
　この度、さいたまブロンコスは、ホー
ムゲームに町内在住の中学生以下の方を
無料招待する「さいたまブロンコス キッ
ズレガシープロジェクト 伊奈町民DAY」
を行うこととなりました。
■日　３月４日㈮・５日㈯
■場　浦和駒場体育館
■定　各日100名
※変更となる場合があります。
■申　さいたまブロンコス公式ホームペー
ジ内「キッズレガシ
ープロジェクトお申
し込みフォーム」に
必要事項をご記入の
うえ、送信してくだ
さい。
■問　企画課＊２２１６

さいたまブロンコス
キッズレガシー
プロジェクト

さいたまブロンコス
キッズレガシー
プロジェクト

さいたまブロンコス
キッズレガシー
プロジェクト

〝伊奈町民DAY〟〝伊奈町民DAY〟〝伊奈町民DAY〟

▲さいたまブロンコス
　公式ホームページ
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　消費生活相談員が消費者契約トラブル等の
相談に応じます。
　ＳＮＳやアプリを使って被害者に近づき連絡
先を交換したうえで、海外投資・暗号資産
（仮想通貨）投資名目で多額の金銭をだまし
取る詐欺被害が急増しています。おかしいと
思ったらご相談ください。
　現在、新型コロナウイルス感染防止のため、
基本的に電話での相談を承っております。
　来庁を希望される場合は、下記にお問い
合わせください。
日　毎週月～木曜日10時～12時、13時～15
時（祝日除く）
相談電話番号蕕（局番なし）１８８
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　専門の女性相談員が、DV・離婚問題や
生活面の不安なことなど、女性の抱えるさ
まざまな悩みや不安を一緒に考え、解決す
る方法を探します。
日　８日㈫・22日㈫10時～12時、13時～14時
※相談は１人50分
場　伊奈中央会館
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　埼玉県から委託された専門の相談支援員
が、経済的な困りごとや就職活動支援など
の相談に応じます。
日　18日㈮９時～12時
場　役場２階第８会議室
問　福祉課＊２１２６

暮らしの相談

　相続を原因とする不動産の名義の書き換
え、遺産分割協議書の作成など、遺言や相
続の相談に電話で応じます。
日　26日㈯10時～16時
相談電話番号蕕８７２－８０５５
※通話料は相談者負担となります。
問　埼玉司法書士会蕕８６３－７８６１

遺言・相続電話相談会

　町では「誰ひとり取り残さない」社会の
実現を目標としたSDGs（持続可能な開発
目標）の達成に向け、お互いの人権を尊重
しながら共生し、多様性が受け入れられる
社会を築いていくため、さまざまな人権課
題の解決に向けた取り組みを進めています。
　人権課題の一つに外国人の人権がありま
す。特定の国の出身者であることなどを理
由に、日本社会から追い出そうとしたり危
害を加えようとしたりするなどの一方的な
内容の言動が、「ヘイトスピーチ」といわ
れています。
　平成28年には「本邦外出身者に対する不
当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」
が施行されました。
　偏見・差別をなくしていくために、文化
や生活習慣を理解し、多様性を受け入れる
ことが大切です。
相談先▶よりそいホットライン蕕０１２０
－２７９－３３８（10時～22時）
　みんなの人権110番蕕０５７０－００３
－１１０（８時30分～17時15分、土日祝
日除く）
問　人権推進課＊２２４１

人権課題「外国人の人権」

　相談員が、結婚を希望する方の相談に応
じます。
日　16日㈬９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点訳室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

結婚相談

　高齢の方の介護・福祉・健康・生活など
の相談に応じます。平日の通常相談とあわ
せてご利用ください。
日　12日㈯10時～14時
問　伊奈町地域包括支援センター
　　蕕７２０－５６５６

地域包括支援センター土曜日相談

　会社設立、農地転用、各種許認可、申
請、紛争のおそれのない遺言書や遺産分割
協議書作成の手続きなどの相談に応じます。
日　16日㈬13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　開業・独立を検討している方や将来起
業・創業をお考えの方の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日除く）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

内　納税相談会（確定申告）
日　３月４日㈮・７日㈪９時30分～12時、
13時30分～15時30分
場　伊奈町商工会館　
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

青色申告書納税相談会

　民生委員・児童委員が、生活上の迷いや
お困りごとの相談に応じます。
日　９日㈬・24日㈭９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

心配ごと相談

　上尾警察署員が、暴力団員などによる不
当な行為でお困りの方の相談に応じます。
受・問　生活安全課＊２２８３

暴力団被害相談 ※要事前予約

　建築士が、住宅リフォームの相談に応じ
ます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　契約、相続、交通事故の損害賠償、訴訟
の手続きなどの相談に応じます。
日　①４日㈮13時～15時30分
　　②25日㈮13時30分～16時30分
定　①５名②６名（いずれも先着順）
※予約は各相談日の２週間前から受付開始
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　相続に関する登記、遺言に基づく不動産登
記、会社の登記、債務整理、成年後見開始申
立書作成の手続きなどの相談に応じます。
日　17日㈭13時～15時
定　４名（先着順、２月９日㈬まで受付）
受・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談 ※要事前予約

くらしの相談室
　まちの法律家「行政書士」による遺言、
相続、離婚などの相談会です。資料がある
場合はお持ちください。
日　20日㈰９時～12時
定　３名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

※要事前予約

住民無料相談室
　相続、遺言、離婚など、身近な問題を埼
玉県行政書士会会員に相談できます。具体
的な相談は、資料をお持ちください。
日　３月５日㈯９時～12時
※相談は、一人１時間までです。
定　６組（先着順）
受・問　総合センター蕕７２２－９１１１

　相談員が、子どものしつけや生活の相談
に応じます。
日　18日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター蕕７２
８－３４８２

児童相談     ※要事前予約 　宅地取引有資格者が、町民の皆様の不動
産や空家に関する悩みごとの相談に応じま
す。
日　22日㈫13時～16時　※1件あたり30分
問　都市計画課＊２４２６

不動産無料相談会 ※要事前予約

　行政相談委員が、行政の業務に関する要
望や苦情などの相談に応じます。
■日　15日㈫10時～12時
■受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

　知的障害者相談員が、知的発達の障害に
関する悩みごとやお困りごとのお話を伺い
ます。
日　17日㈭13時～16時（当日直接受付）
※電話相談も受け付けます。
受・問　福祉課＊２１２２

知的障がい者相談会
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